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平成27年第12回弘前市教育委員会会議録 

 

日時 平成27年８月11日（火） 

場所 中央公民館岩木館２階大研修室 

 

◇議事日程 

１ 定足数確認 

２ 開会宣告 

３ 会議録署名者の指名 

４ 会期決定 

５ 議案の審議 

議案第23号 ひろさき教育創生市民会議委員の委嘱について 

議案第24号 史跡大森勝山遺跡整備指導委員会委員の委嘱について 

６ 閉会宣告 

 

◇付議事件 

 議事日程に同じ 

 

◇出席委員 

  １番 九戸 眞樹 委員、２番 前田 幸子 委員、３番 佐々木 健 委員、 

４番 土居 真理 委員 

 

◇欠席委員 

５番 一戸 由佳 委員 

 

◇説明のため出席した者の職氏名 

教育部長 柴田 幸博、教育政策課長 鳴海 誠、学校教育推進監兼学校教育改革室

長 櫛引 健、学校企画課長 宇庭 芳宏、学務健康課長 後藤 千登世、学校指導

課長兼教育センター所長佐藤 忠浩、生涯学習課長 鈴木 卓治、文化財課長 三上 

敏彦、弘前図書館長兼郷土文学館長 土谷 伸夫、博物館長 長谷川 成一 

 

◇出席事務局職員 

  教育政策課長補佐 高谷 由美子、教育政策課総務係長 前田 修、教育政策課総務

係主事 千葉 秀克 

 

  午前９時30分 開会 

○委員長（九戸眞樹委員） ただいまの出席者数は４名で定足数に達しておりますので、

これより平成27年12回弘前市教育委員会会議を開会いたします。 
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会議録署名者に４番土居真理委員と２番前田幸子委員を指名いたします。 

会期は本日１日といたしたいと思いますがいかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（九戸眞樹委員） ご異議ないものと認め、会期は本日１日といたします。 

本日の案件は、議案が２件となっております。 

 

・議案第23号について 

○委員長（九戸眞樹委員） それでは、議案第23号ひろさき教育創生市民会議委員の委

嘱について、事務局から説明をお願いします。 

○学校教育推進監兼学校教育改革室長（櫛引 健） 議案第23号ひろさき教育創生市民会

議委員の委嘱について説明いたします。 

提案理由でありますが、ひろさき教育創生市民会議委員の任期満了に伴い、弘前市

附属機関設置条例第３条の規定により、新たに委員を委嘱しようとするものでありま

す。 

今回委嘱する委員の人数は前回同様32名となっております。今回委嘱する者のうち

新規に委嘱する委員について説明いたします。弘前大学教育学部学部長の戸塚学氏、

東北女子大学准教授の杉本久美子氏、弘前市医師会理事の柿﨑良樹氏、弘前市連合父

母と教師の会顧問の髙橋康雄氏、県高校ＰＴＡ連合会中南地区協議会の濱田隆行氏、

弘前警察署生活安全課課長の三浦義行氏、公益社団法人弘前青年会議所理事長の小山

内隆一氏、弘前市社会教育委員委員長の藤田昇治氏、弘前市少年教育指導員の佐藤有

希氏、弘前市スポーツ少年団副本部長の小山内修氏、弘前私立幼稚園連合会の藤野和

子氏、弘前市保育研究会副会長の藤田俊彦氏、公募委員４名の以上16名となっており

ます。 

なお、委嘱期間は平成27年９月３日から平成29年９月２日までとなっております。

以上です。 

○委員長（九戸眞樹委員） ただいまの説明に対しご質疑等ありませんか。 

○２番（前田幸子委員） この委員というのは他の委員を含めいくつまで兼ねることがで

きますか。社会教育委員や他の委員の名簿で同じ人の名前を見たことがあります。 

○学校教育推進監兼学校教育改革室長（櫛引 健） 弘前市附属機関の設置及び運営に関

する指針によりますと、委員の兼任については四つまでできるとなっております。 

○１番（九戸眞樹委員） 女性比率はわかりますか。 

○学校教育推進監兼学校教育改革室長（櫛引 健） 男性が32名中20名で62.5％、女性が

12名で37.5％となっておりますので約６対４となっております。 

○２番（前田幸子委員） 参考資料にあります前回委員の出席回数を見ますと、開催回数

３回のうち出席回数が０回の方がいます。また、公募委員なのに０回という方もいま

す。これについては考える必要があると感じます。 

○学校教育推進監兼学校教育改革室長（櫛引 健） 前回委員の開催回数３回のうち出席

回数が０回の方につきましては、非常にお忙しい方で年間の日程が詰まっている中で、
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こちらが開催期日を指定したためのものであります。このことから開催期日について

は配慮したいと思います。また、欠席される場合には代理をお願いしたいと考えてお

ります。 

次に、公募委員の方で欠席されている方については、確認したところ体調が悪く出

席ができなかったものであります。 

○１番（九戸眞樹委員） 公募委員については交代していますね。 

○学校教育推進監兼学校教育改革室長（櫛引 健） はい。 

○１番（九戸眞樹委員） この会議は代理出席できる会議ですか。 

○学校教育推進監兼学校教育改革室長（櫛引 健） 委員が出席できない場合、その所属

団体から代理の方の出席を依頼したいと思います。 

○１番（九戸眞樹委員） 各界代表で構成されていますので、できるだけその団体から欠

席がないように事務局として配慮してください。 

○委員長（九戸眞樹委員） 他にご質疑等はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（九戸眞樹委員） それでは議案第23号を可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（九戸眞樹委員） ご異議ないものと認めます。よって議案第23号は原案どお

り可決されました。 

 

・議案第24号について 

○委員長（九戸眞樹委員） 次に、議案第24号史跡大森勝山遺跡整備指導委員会委員の

委嘱について、事務局から説明をお願いします。 

○文化財課長（三上敏彦） 議案第24号史跡大森勝山遺跡整備指導委員会委員の委嘱につ

いて説明いたします。 

提案理由でありますが、弘前市附属機関設置条例第３条の規定により、委員を委嘱

しようとするものであります。 

史跡大森勝山遺跡は、国内外の縄文文化及び世界遺産の専門家からも高く評価され

ておりますが、園路や解説板のほか、遺跡へのアクセス道路や駐車場、また遺跡を紹

介するガイダンス施設が未整備の状況であります。本委員会は、史跡大森勝山遺跡の

整備につきまして専門的な指導を得るために設置するものであります。国指定史跡の

整備につきましては、文化庁からも各関係分野の専門家からなる委員会を設置し、計

画的な事業運営のため整備計画の策定が求められております。整備計画の策定及び計

画に基づく整備事業の実施につきましては、考古学・史跡整備・植生等の専門的知見

を有する専門家の指導を得る必要がありますので、５名の委員を委嘱しようとするも

のです。 

委嘱期間につきましては、平成27年８月19日から平成29年８月18日までとするもの

であります。以上です。 

○委員長（九戸眞樹委員） ただいまの説明に対しご質疑等ありませんか。 
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○２番（前田幸子委員） 委嘱する工藤竹久委員の備考欄に何も記載されていないので、

その方の経歴や実績をわかる範囲で教えてください。 

○文化財課長（三上敏彦） 工藤竹久氏は、元八戸市博物館長で、考古学を専門としてお

ります。八戸市教育委員会文化財課長等を歴任されました。現在は、北海道・北東北

の縄文遺跡群の構成資産にもなっている是川遺跡の調査と、史跡のガイダンス施設で

ある是川縄文館の整備も担当されており、史跡整備に関する経験も豊富な方でありま

す。 

○委員長（九戸眞樹委員） 他にご質疑等はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○委員長（九戸眞樹委員） それでは議案第24号を可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○委員長（九戸眞樹委員） ご異議ないものと認めます。よって議案第24号は原案どお

り可決されました。 

以上で本日の会議に付議された案件の審議はすべて終了いたしました。これをも

ちまして平成27年第12回弘前市教育委員会会議を閉会いたします。 

 

 

午前９時42分閉会 

 

 

                  会議録作成者 

                   弘前市教育委員会 

                    教育政策課総務係主事 千葉 秀克 

 

 

 

              弘前市教育委員会 

 

                   委員長   九  戸  眞  樹 

 

 

                   署名者   土  居  真  理 

 

 

                   署名者   前  田  幸  子 


